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問こども未来課子育て支援係☎㉒８３１７（市役所1階）

　令和6年度の認定こども園・保育園等の利用申請の受付が始まります。利用を希望する人は、期間内に申請を行ってください。

●認定こども園・保育園等の利用申請の受付が始まります

【注意事項等】
・�転園を希望する場合は、新規の申込手続を行ってくだ
さい。
・必要書類は世帯の状況等によって異なるため、申請書�
　等の配付時に説明します。

区分 施設名

幼保連携型
認定こども園

すばるこども園
認定こども園緑ヶ丘第二幼稚園
ひまわり認定こども園
令和こどもの森
白毫こども園（令和こどもの森分園）
こども園るんびにい
みそらこども園
ひかりこども園
認定こども園五和保育園
認定こども園日田ルーテルこども園
認定こども園みのり
認定こども園さかえ保育園（※1）

幼稚園型
認定こども園

認定こども園カトリック日田幼稚園
月隈こども園
認定こども園三隈幼稚園
認定三芳幼稚園

保育所型
認定こども園

朝日こども園
おおやまこども園　
つえっ子こども園
高瀬こども園
光岡こども園
日隈こども園
丸の内こども園
三芳昭和園

小規模保育事
業・事業所内
保育事業

つぼみ保育園
まえつえ保育園
日田中央病院たんぽぽ保育所

保育園
白蓮保育園
夜明にこにこ保育園
るりいろ保育園

�初めて申請する人などで不明な点が
ある人は、右記にお問い合わせくだ
さい。なお、施設情報等は市ホーム
ページ（下記二次元コード）からご
確認ください。

★印の施設を希望する場合は、各振興局でも受け付け�
ています。
※１　�さかえ保育園は、令和６年４月から幼保連携型認定こ

ども園に移行予定です。

【申請書等の配付】
▶配付開始日　11月15日㈬
▶配付場所
　こども未来課（市役所1階）、各振興局、各施設

【申請受付期間】
▶基本受付　12月1日㈮～28日㈭
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
▶随時受付　令和６年1月4日㈭～
　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）
▶受付場所　市役所2階　201会議室
※�マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルから
申請できます。
※令和６年5月以降に利用を希望する人も、上記の期間�
　に利用申請ができます。また、出産前であっても母子健�
　康手帳等の確認ができれば、利用申請ができます。

★
★

★

★
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問議会事務局議事係☎㉒８２１４（市役所３階）

●高齢者の安全運転を支援します

　市では、高齢者のペダル踏み間違い等による事故を防止するため、安全運転支援装置の設置に対し、補助制度を設けてい
ます。

●市議会の日程

　令和５年第4回日田市議会定例会は、下記の日程で開催される予定です。正式には、11月24日㈮に開催予定の議会運
営委員会で決定します。なお、�本会議・委員会は誰でも傍聴できます。

・一般質問
　議員が市政全般について質問すること
・議案質疑
　�条例や予算など、上程された議案について質
問すること

・委員会付託
　�上程された各議案について各委員会に審査を
委ねること

開催日 開催時間 会議名 会議の内容
11月29日㈬

午前10時

本会議

議案上程、提案理由の説明など
12月��6日㈬

一般質問
　7日㈭
　8日㈮
　11日㈪
　13日㈬ 議案質疑、委員会付託
　14日㈭

委員会 議案審査　15日㈮
18日㈪
　20日㈬ 午後1時 本会議 委員長報告、質疑、討論、採決など

問市民課生活安全係☎㉒８３９５（市役所１階）

▶対象
　次の要件を全て満たす人　
・申請時に６５歳以上となる人
・自動車運転免許を所有している人
・市税等を滞納していない人
・暴力団員ではない人　等
▶対象となる安全運転支援装置
・ペダルの踏み間違い等による急加速を抑制する装置
・�車線逸脱及び先行車に接近した際に警告音を発するド
ライブレコーダー

▶補助率
　設置費用の２分の１（各上限２２，０００円）
▶申請方法　申請書に記入の上、下記に提出
※�申請書は市ホームページからダウンロードできます。
※�必要書類等や詳細は、市ホームページ（下記二次元コー
ド）を確認又はお問い合わせください。

●羽田のひかりイルミネーションを見に来ませんか

　今年も、羽田多目的交流館で「羽田のひかり」を開催します。是非、お越しください。

問羽田多目的交流館☎㉔８４２１
　まちづくり推進課地域活動支援係
　☎㉒８３５６（市役所６階）

▶とき
　12月2日㈯～令和６年1月3日㈬　午後5時～10時
▶ところ
　羽田多目的交流館（大字羽田2463番地1）

12月2日㈯・3日㈰・9日㈯・16日㈯は、午後5
時～8時に食事提供グループ「せんだん」による食
事（親子丼・カレー・だんご汁等／各500円）の
販売を行います。
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